
○ 柏 市 個 人 番 号 利 用 及 び 特 定 個 人 情 報 提 供 条 例

平 成 27年 12月 21日

条 例 第 42号

改 正 平 成 28年 ３ 月 23日 条 例 第 ４ 号

（ 趣 旨 ）

第 １ 条 こ の 条 例 は ，行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め

の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 25年 法 律 第 27号 。 以 下 「 法 」

と い う 。） 第 ９ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 個 人 番 号 の 利 用 及 び 法 第 19

条 第 10号 の 規 定 に よ る 特 定 個 人 情 報 の 提 供 に 関 し 必 要 な 事 項 を

定 め る も の と す る 。

（ 定 義 ）

第 ２ 条 こ の 条 例 に お い て ，次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は ，そ れ

ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

(1) 個 人 番 号 法 第 ２ 条 第 ５ 項 に 規 定 す る 個 人 番 号 を い う 。

(2) 特 定 個 人 情 報 法 第 ２ 条 第 ８ 項 に 規 定 す る 特 定 個 人 情 報 を

い う 。

(3) 個 人 番 号 利 用 事 務 実 施 者 法 第 ２ 条 第 12項 に 規 定 す る 個 人

番 号 利 用 事 務 実 施 者 を い う 。

(4) 情 報 提 供 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 法 第 ２ 条 第 14項 に 規 定 す

る 情 報 提 供 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム を い う 。

（ 個 人 番 号 の 利 用 範 囲 ）

第 ３ 条 法 第 ９ 条 第 ２ 項 の 条 例 で 定 め る 事 務 は 次 の 各 号 に 掲 げ る

事 務 と し ，市 長 は 当 該 各 号 に 掲 げ る 事 務 を 処 理 す る た め に 必 要 な

限 度 で ，そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 特 定 個 人 情 報 で あ っ て 自 ら が

保 有 す る も の を 利 用 す る こ と が で き る 。た だ し ，法 の 規 定 に よ り ，

情 報 提 供 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム を 使 用 し て 他 の 個 人 番 号 利 用 事

務 実 施 者 か ら 当 該 特 定 個 人 情 報 を 受 け る こ と が で き る 場 合 は ，こ

の 限 り で な い 。

(1) 別 表 の 左 欄 に 掲 げ る 事 務 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 特 定 個 人 情



報

(2) 法 別 表 第 １ の 下 欄 に 掲 げ る 事 務 で あ っ て 規 則 で 定 め る も の

規 則 で 定 め る 特 定 個 人 情 報

(3) 法 別 表 第 ２ の 第 ２ 欄 に 掲 げ る 事 務 同 表 の 第 ４ 欄 に 掲 げ る

特 定 個 人 情 報

２ 前 項 の 規 定 に よ る 特 定 個 人 情 報 の 利 用 が で き る 場 合 に お い て ，

法 令 ，他 の 条 例 ，規 則 そ の 他 の 規 程 の 規 定 に よ り 当 該 特 定 個 人 情

報 と 同 一 の 内 容 の 情 報 を 含 む 書 面 の 提 出 が 義 務 付 け ら れ て い る

と き は ， 当 該 書 面 の 提 出 が あ っ た も の と み な す 。

（ 平 28条 例 ４ ・ 一 部 改 正 ）

（ 特 定 個 人 情 報 の 提 供 ）

第 ４ 条 法 第 19条 第 10号 の 条 例 で 定 め る 特 定 個 人 情 報 を 提 供 す る

こ と が で き る 場 合 は ， 本 市 の 機 関 が ， 本 市 の 他 の 機 関 に 対 し ，法

別 表 第 ２ の 第 ２ 欄 に 掲 げ る 事 務 を 処 理 す る た め に 必 要 な 同 表 の

第 ４ 欄 に 掲 げ る 特 定 個 人 情 報 の 提 供 を 求 め た 場 合 に お い て ，当 該

本 市 の 他 の 機 関 が 当 該 特 定 個 人 情 報 を 提 供 す る と き と す る 。

２ 前 項 の 規 定 に よ る 特 定 個 人 情 報 の 提 供 が あ っ た 場 合 に お い て ，

法 令 ，他 の 条 例 ，規 則 そ の 他 の 規 程 の 規 定 に よ り 当 該 特 定 個 人 情

報 と 同 一 の 内 容 の 情 報 を 含 む 書 面 の 提 出 が 義 務 付 け ら れ て い る

と き は ， 当 該 書 面 の 提 出 が あ っ た も の と み な す 。

（ 委 任 ）

第 ５ 条 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は ， 市 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 条 例 は ，平 成 28年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。た だ し ，第 ３ 条 第

１ 項 た だ し 書 の 規 定 は ，法 附 則 第 １ 条 第 ５ 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の

日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 28年 条 例 第 ４ 号 ）

こ の 条 例 は ，公 布 の 日 又 は 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す

る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律（ 平 成 25年 法 律 第 27号 ）附 則 第



１ 条 第 ５ 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 の い ず れ か 遅 い 日 か ら 施 行 す

る 。

別 表 （ 第 ３ 条 第 １ 項 第 １ 号 ）

（ 平 28条 例 ４ ・ 追 加 ）

事 務 特 定 個 人 情 報

子 供 の 医 療 に 要 す る 費 用 の 助 成

に 関 す る 事 務 で あ っ て 規 則 で 定

め る も の

地 方 税 法（ 昭 和 25年 法 律 第 226号 ）

そ の 他 の 地 方 税 に 関 す る 法 律 に

基 づ く 条 例 の 規 定 に よ り 算 定 し

た 税 額 又 は そ の 算 定 の 基 礎 と な

る 事 項 に 関 す る 情 報 で あ っ て 規

則 で 定 め る も の


